
教職課程の実施・指導体制（全学組織等） 

 

①委員会等の名称 

教職課程委員会 

②委員会等の構成員（役職・人数等） 

委員会等の構成員（役職・人数など） 

１．「教科及び教科の指導法に関する科目」、「特別支援教育に関する科目」、「養護に関する科目」及び「栄養に係る教

育に関する科目」を担当する各学科の教員から各１名以上 

２．「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科

目」及び「教育実践に関する科目」を担当する教員 

３．学務部長 

 

【委員長】東 珠実 教授 

【委員】（令和５年４月１日現在） 

選任根拠 

 

学部 

規準※第３条第１項 

第１号 

規準第３条第１項 

第２号 

規準第３条第１項 

第３号 

生活科学部 管理栄養学科 

生活環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 

及川佐枝子 准教授 

増田智恵 教授 

加賀谷みえ子 教授  

国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

学部 

国際言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 

表現文化学科 

深谷輝彦 教授 

高橋麻織 准教授 

児玉恵太 講師 

広瀬正浩 教授 

 

人間関係学部 人間関係学科 

心理学科 

金南咲季 講師 

山根一郎 教授 

西口正文 教授  

文化情報学部 文化情報学科 

メディア情報学科 

鳥居隆司 教授 

（亀井美穂子 教授） 

 

亀井美穂子 教授 

 

現代ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学部 現代ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科 石井圭介 准教授 東 珠実 教授  

教育学部 子ども発達学科 室 雅子 教授 

塩澤友樹 講師 

渡邉 康 准教授 

松村 齋 准教授 

伊藤博美 教授 

古市直樹 准教授 

森 和久 教授 

山田真紀 教授 

 

看護学部 看護学科 髙植幸子 教授 川島一晃 准教授  

―    堀田圭一郎学務部長 

※規準：椙山女学園大学教職課程委員会規準 

合計人数：２５人 

③委員会等の所掌事務等 

委員会においては、教職課程の授業計画、履修に関する事項、教育実習・介護等体験に関する連絡調整及び成績評価に

関する事項、教職課程の点検及び評価に関する事項等を審議し、実施している。 

【参考】「椙山女学園大学教職課程委員会規準（抜粋）」 

（業務） 

第２条 委員会は、次の各号にかかげる事項を審議する。 

(1) 教職課程の授業計画及び施設設備に関する事項 

(2) 教職課程の履修に関する事項 

(3) 教育実習の調整、連絡及び成績の評価に関する事項 

(4) 教職課程の教育課程、教員組織、教育実習並びに施設及び設備の状況についての点検及び評価に関する事項 

 


